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認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）の概要
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○ 認知症（急性を除く）の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・
食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにするもの。

【根拠法令：介護保険法第８条第20項及び第８条の２第15項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第89条等】

○１事業所あたり原則３の共同生活住居（ユニット）を運営
（※）

○１ユニットの定員は、5人以上9人以下

（※）代表者や管理者を兼務等により配置しないこと等ができる
サテライト事業所を、ユニット数に応じた規模で設置可能

【利用者】

○住宅地等に立地

○居室は、７．４３㎡ （和室４．５畳）以上で原則個室

○その他

居間・食堂・台所・浴室、消火設備その他非常災害に際して必要な設備

○介護従業者

日中：利用者３人に１人（常勤換算）

夜間：ユニットごとに１人（※）

○計画作成担当者

事業所ごとに１人以上（最低１人は介護支援専門員）

○管理者

３年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了した者が常
勤専従

【設備】

【人員配置】 【運営】

○運営推進会議の設置

・利用者・家族・地域住民・外部有識者等か
ら構成

・外部の視点で運営を評価

○外部評価の実施

・外部評価機関 又は 運営推進会議にて実施

○定期的に避難、救出訓練を実施し、これに当
たっては地域住民の参加が得られるよう努める
こと

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計」 令和７年４月審査分（事業所数は介護予防を含まない）

平均要介護度
2.64

0.5%

22.6% 25.4% 24.7% 16.4% 10.3%

要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

＜事業所数： 14,233事業所 サービス受給者数：22.0万人＞



認知症対応型共同生活介護の報酬
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利用者の要介護度に応じた基本サービス費
※ 括弧内は2ユニット以上の場合

若年性認知症
利用者の受入
（120単位）

利用者の状態に応じたサービス提供や施設の
体制に対する加算・減算

※ 加算・減算は主なものを記載
※ 短期利用の場合にかぎり、点線枠の加算は区分支給限度基準額の算定対象外
※ ☆の加算・減算は短期利用の場合には適用されない加算・減算

要介護1

765
単位
(753)

要介護
2

801
単位
(788)

要介護
3

824
単位
(812)

要介護
4

841
単位
(828)

要介護
5

859
単位
(845)

要支援2

761
単位
(749)

退去時相談援助の実施☆
（400単位）※ １

専門的な認知症ケアの実施☆
（3単位、4単位）

介護福祉士、常勤職員又は
７年以上勤務者を一定以上

配置等
(22単位、

18単位、6単位)

※１ 利用者１人につき１回を限度 ※２ 月単位で加算を算定 ※３ ６月に１回を限度

看取り介護の実施☆

死亡日前31～45日:
72単位

死亡日前4～30日: 
144単位

前日及び前々日:
680単位

当日: 1,280単位

定員を超えた利用や人員配置
基準に違反

（▲30％）

夜勤を行う職員の勤務条
件基準を満たさない場合

（▲3％）

身体拘束適正化未実施
（▲10％）

※短期利用の場合（▲1％）

医療連携体制加算
（Ⅰ）

（イ 57単位）
（ロ 47単位）
（ハ 37単位）
（Ⅱ）5単位

生活機能向上連携加算
（200単位、100単位）※ ２

口腔衛生管理
体制加算☆

（30単位）※ ２

口腔・栄養
スクリーニング加算☆

（20単位）※ ３

夜勤職員又は宿直職員の
手厚い配置

（1ユニット 50単位）
（２ユニット以上 25単位）

介護職員等処遇改善加算

(Ⅰ)イ 21.0％ ロ 22.8％
(Ⅱ)イ 20.2％ ロ 22.0％
(Ⅲ) 17.9％ (Ⅳ) 14.9％

初期加算☆
（30単位）

栄養管理体制加算☆

（30単位）※ ２

科学的介護推進体制加算☆

（40単位）※ ２

3ユニットの場合に夜勤職員を
２人とする場合
（▲50単位）

協力医療機関連携加算
100単位、40単位  ※２

退去時の医療機関
への情報提供☆
（250単位）※ １

高齢者虐待防止措置未実施
（▲１％）

業務継続計画未策定
（▲３％）

認知症チームケア推進加算☆
（150単位、120単位）※２

高齢者施設等
感染対策向上加算

（10単位、5単位）※ ２

新興感染症等施設療養費用
240単位（月1回連続5日まで）

ICT・テクノロジーの導入
（100単位、10単位）※２

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の介護報酬のイメージ（1日あたり）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護の介護報酬のイメージ（1日あたり）

※ 利用者が入院した場合、１月に６日を限度として、
所定単位数に代えて１日につき246単位を算定可能

要介護1

793
単位
(781)

要介護
2

829
単位
(817)

要介護
3

854
単位
(841)

要介護
4

870
単位
(858)

要介護
5

887
単位
(874)

要支援2

789
単位
(777)

【短期利用の場合】



認知症対応型共同生活介護の算定状況
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（注１） 「算定率（件数ベース）」は、各加算の件数÷総件数により求めたもの。
（注２） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注３）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
（注４）「ｰ」は、集計中。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成

単位数
（令和６年６月以降）

算定単位数
（単位：千単位）

件数
（単位：千件）

算定率
（件数ベース）

請求事業所数
算定率

（事業所ベース）

認知症対応型共同生活介護（短期利用含む。） 総数 6,556,117 6,526.0 100.0% 14,382 100.0%

認知症対応型共同生活介護（Ⅰ） 765～859単位/日 850,827 1,048.8 16.1% ー ー

認知症対応型共同生活介護（Ⅱ） 753～845単位/日 4,368,728 5,473.3 83.9% ー ー

短期利用認知症対応型共同生活介護（Ⅰ） 793～887単位/日 644 0.8 0.0% ー ー

短期利用認知症対応型共同生活介護（Ⅱ） 781～874単位/日 2,381 2.9 0.0% ー ー

３ユニット夜勤職員２人以上の場合 △50単位/日 △648 13.0 0.2% ー ー

夜間支援体制加算（Ⅰ） ＋50単位/日 2,365 47.3 0.7% 192 1.3%

夜間支援体制加算（Ⅱ） ＋25単位/日 4,034 161.4 2.5% 312 2.2%

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ＋200単位/日 18 0.1 0.0% 8 0.1%

若年性認知症利用者受入加算 ＋120単位/日 1,837 15.3 0.2% 446 3.1%

入院時費用 ＋246単位/日 6,069 24.7 0.4% ー ー

看取り介護加算（死亡日以前31日以上45日
以下）

＋72単位/日 330 4.6 0.1% 282 2.0%

看取り介護加算（死亡日以前４日以上30日
以下）

＋144単位/日 1,643 11.4 0.2% 486 3.4%

看取り介護加算（死亡前日・前々日） ＋680単位/日 810 1.2 0.0% 513 3.6%

看取り介護加算（死亡日） ＋1,280単位/日 788 0.6 0.0% 523 3.6%

初期加算 ＋30単位/日 5,016 167.2 2.6% 6,597 45.9%

協力医療機関連携加算（１） ＋100単位/月 8,823 88.2 1.4% 5,399 37.5%

協力医療機関連携加算（２） ＋40単位/月 194 4.8 0.1% 314 2.2%

医療連携体制加算（Ⅰ）イ ＋57単位/日 30,648 538.1 8.2% 1,133 7.9%

医療連携体制加算（Ⅰ）ロ ＋47単位/日 11,325 241.0 3.7% 531 3.7%

医療連携体制加算（Ⅰ）ハ ＋37単位/日 187,285 5,061.6 77.6% 10,862 75.5%

医療連携体制加算（Ⅱ） + ５単位/日 3,883 776.6 11.9% 1,627 11.3%

退居時情報提供加算 ＋250単位/回 124 0.5 0.0% 366 2.5%

退居時相談援助加算 ＋400単位/回 8 0.0 0.0% 12 0.1%

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ＋3単位/日 2,954 984.5 15.1% 2,662 18.5%

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ＋4単位/日 187 46.8 0.7% 124 0.9%



認知症対応型共同生活介護の算定状況
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単位数
（令和６年６月以降）

算定単位数
（単位：千単位）

件数
（単位：千件）

算定率
（件数ベース）

請求事業所数
算定率

（事業所ベース）

認知症対応型共同生活介護（短期利用含む。） 総数 6,556,117 6,526.0 100.0% 14,382 100.0%

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） ＋150単位/月 283 1.9 0.0% 142 1.0%

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） ＋120単位/月 1,412 11.8 0.2% 857 6.0%

生活機能向上連携加算（Ⅰ） ＋100単位/月 31 0.3 0.0% 56 0.4%

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ＋200単位/月 4,625 23.1 0.4% 1,497 10.4%

栄養管理体制加算 ＋30単位/月 976 32.5 0.5% 1,969 13.7%

口腔衛生管理体制加算 ＋30単位/月 2,285 76.2 1.2% 4,612 32.1%

口腔・栄養スクリーニング加算 ＋20単位/回 191 9.6 0.1% 1,227 8.5%

科学的介護推進体制加算 ＋40単位/月 4,523 113.1 1.7% 6,965 48.4%

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） ＋10単位/月 240 24.0 0.4% 1,528 10.6%

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ＋5単位/月 70 13.9 0.2% 904 6.3%

新興感染症等施設療養費 ＋240単位/日 ー ー ー ー ー

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） ＋100単位/月 200 2.0 0.0% 125 0.9%

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） ＋10単位/月 414 41.4 0.6% 2,515 17.5%

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ＋22単位/日 41,276 1,876.2 28.7% 4,335 30.1%

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ＋18単位/日 11,636 646.4 9.9% 1,397 9.7%

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ＋6単位/日 13,677 2,279.4 34.9% 4,891 34.0%

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ＋186/1000 347,326 72.2 1.1% 4,863 33.8%

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ＋178/1000 555,642 123.2 1.9% 7,810 54.3%

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ＋155/1000 68,840 17.6 0.3% 1,262 8.8%

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ＋125/1000 13,264 4.2 0.1% 338 2.4%

（注１） 「算定率（件数ベース）」は、各加算の件数÷総件数により求めたもの。
（注２） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注３）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
（注４）「ｰ」は、集計中。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



介護予防認知症対応型共同生活介護の算定状況
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単位数
（令和６年６月以降）

算定単位数
（単位：千単位）

件数
（単位：千件）

算定率
（件数ベース）

請求事業所数
算定率

（事業所ベース）

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利
用含む。）

総数 31,098 34.6 100.0% 980 100.0%

介護予防認知症対応型共同生活介護（Ⅰ） 765～859単位/日 5,577 7.3 21.1% ー ー

介護予防認知症対応型共同生活介護（Ⅱ） 753～845単位/日 20,431 27.3 78.9% ー ー

介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護
（Ⅰ）

793～887単位/日 6 0.0 0.0% ー ー

介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護
（Ⅱ）

781～874単位/日 11 0.0 0.0% ー ー

３ユニット夜勤職員２人以上の場合 △50単位/日 △11 0.2 0.6% ー ー

夜間支援体制加算（Ⅰ） ＋50単位/日 20 0.4 1.2% 8 0.8%

夜間支援体制加算（Ⅱ） ＋25単位/日 16 0.6 1.7% 21 2.1%

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ＋200単位/日 0 0.0 0.0% 0 0.0%

若年性認知症利用者受入加算 ＋120単位/日 7 0.1 0.3% 2 0.2%

入院時費用 ＋246単位/日 18 0.1 0.3% 0 0.0%

初期加算 ＋30単位/日 65 2.2 6.4% 123 12.6%

退居時情報提供加算 ＋250単位/回 0 0.0 0.0% ー ー

退居時相談援助加算 ＋400単位/回 0 0.0 0.0% ー ー

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ＋3単位/日 6 2.1 6.1% 59 6.0%

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ＋4単位/日 0 0.1 0.3% 2 0.2%

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） ＋150単位/月 0 0.0 0.0% 3 0.3%

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） ＋120単位/月 4 0.0 0.0% 32 3.3%

（注１） 「算定率（件数ベース）」は、各加算の件数÷総件数により求めたもの。
（注２） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注３）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
（注４）「ｰ」は、集計中。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



介護予防認知症対応型共同生活介護の算定状況
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単位数
（令和６年６月以降）

算定単位数
（単位：千単位）

件数
（単位：千件）

算定率
（件数ベース）

請求事業所数
算定率

（事業所ベース）

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利
用含む。）

総数 31,098 34.6 100.0% 980 100.0%

生活機能向上連携加算（Ⅰ） ＋100単位/月 0 0.0 0.0% 2 0.2%

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ＋200単位/月 19 0.1 0.3% 85 8.7%

栄養管理体制加算 ＋30単位/月 4 0.1 0.3% 125 12.8%

口腔衛生管理体制加算 ＋30単位/月 9 0.3 0.9% 259 26.4%

口腔・栄養スクリーニング加算 ＋20単位/回 1 0.0 0.0% 35 3.6%

科学的介護推進体制加算 ＋40単位/月 19 0.5 1.4% 431 44.0%

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） ＋10単位/月 1 0.1 0.3% 97 9.9%

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ＋5単位/月 0 0.1 0.3% 68 6.9%

新興感染症等施設療養費 ＋240単位/日 ー ー ー ー ー

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） ＋100単位/月 1 0.0 0.0% 10 1.0%

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） ＋10単位/月 2 0.2 0.6% 160 16.3%

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ＋22単位/日 202 9.2 26.6% 268 27.3%

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ＋18単位/日 55 3.1 9.0% 94 9.6%

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ＋6単位/日 75 12.5 36.1% 351 35.8%

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ＋186/1000 1,408 0.3 0.9% 297 30.3%

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ＋178/1000 2,456 0.6 1.7% 521 53.2%

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ＋155/1000 575 0.2 0.6% 111 11.3%

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ＋125/1000 121 0.0 0.0% 31 3.2%

（注１） 「算定率（件数ベース）」は、各加算の件数÷総件数により求めたもの。
（注２） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注３）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
（注４）「ｰ」は、集計中。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



認知症対応型共同生活介護の請求事業所数

9

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

（事業所）
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認知症対応型共同生活介護の請求事業所数（都道府県別）

10

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※短期利用以外の数値を使用。

【出典】令和６年度介護給付費等実態統計報告（令和７年４月審査分）及び総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（令和７年）」より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成
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介護予防認知症対応型共同生活介護の請求事業所数（都道府県別）
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※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※短期利用以外の数値を使用。

【出典】令和６年度介護給付費等実態統計報告（令和７年４月審査分）及び総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（令和７年）」より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成
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認知症対応型共同生活介護の事業所概況

12

○事業所の設置主体は「営利法人」が55.8％で最も多く、次いで「社会福祉法人（社協以外）」23.7％、「医療法人」
14.9％となっていた。

○事業所のユニット数は「２ユニット」が63.7％で最も多く、次いで「１ユニット」29.3％となっていた。３ユニット
以上の事業所は984事業所（6.8％）であった。

○事業所の定員数は「15人～19人」が63.4％で最も多く、次いで「５～９人」29.3％となっていた。

【経営主体 n=14,341】 【ユニット数 n=14,341 】

【定員数 n=14,341】

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（令和７年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推課課にて作成

【参考】指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）
第93条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は１以上３以下（サテライト型認知症対応型共同

生活介護事業所にあっては、１又は２）とする。
※ 当該規定は、「標準基準」（通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容され

るもの）である。
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認知症対応型共同生活介護の受給者数

13

（千人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含み、短期利用は除く。

※四捨五入等のため、内訳の合計が総数に一致しない場合がある。

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成
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認知症対応型共同生活介護の要介護度別受給者割合

14

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含み、短期利用は除く。

※四捨五入等のため、内訳の合計が総数に一致しない場合がある。

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成
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多機能型サービス、居住系サービスの要介護度割合

15

（注）平均要介護度の算出にあたり、要支援１・２は0.375として計算している。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

nの単位：千人
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認知症対応型共同生活介護の費用額
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（百万円）

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）報告（各年５月審査分～翌年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成
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認知症対応型共同生活介護の受給者数・費用額
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※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

（人） （百万円）

【１事業所１月あたりの受給者数・費用額】 【１人１月あたりの費用額】
（円）
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１事業所あたり受給者数（認知症対応型共同生活介護） 人

１事業所あたり受給者数（介護予防認知症対応型共同生活介護） 人

１事業所あたり費用額（認知症対応型共同生活介護） 百万円

１事業所あたり費用額（介護予防認知症対応型共同生活介護） 百万円

278,802 

279,149 

279,716 

276,640 

276,728 

282,999 

283,622 

290,101 

290,373 

292,386 

298,167 

298,516 

305,298 

240,000 

237,778 

232,222 

244,444 

251,111 

254,000 

254,167 

243,333 

259,167 

256,667 

262,727 

270,909 

270,000 

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1人1月あたりの費用額（認知症対応型共同生活介護） 円

1人1月あたりの費用額（介護予防認知症対応型共同生活介護） 円



訪問介護 10.5%

訪問入浴 0.5%

訪問看護 3.5%

訪問リハ 0.5%

通所介護 11.5%

通所リハ 3.3%

福祉用具貸与 3.4%

短期入所 3.7%

短期入所療養（老健）0.4%

短期入所療養（病院等） 0.0%

短期入所療養（医療院） 0.0%

居宅療養管理指導 1.7%
特定施設 6.0%

居宅介護支援 4.8%定期巡回 0.9%夜間対応型訪問 0.0%
地密通所 3.6%

認知症通所 0.6%

小多機 2.5%

看多機 0.7%

認知症ＧＨ 6.7%

地密特定施設 0.2%

地密特養 2.2%

特養 18.6%

老健 12.0%

介護医療院 2.2%

サービス種類別費用額割合

居宅
45.0%

施設
32.8%

地密・施設系
2.2%

地密・居住系
6.9%

地密・居宅系
8.3%

地密
17.5%

【出典】厚生労働省「令和６年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。

介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）
は含まない。
（注２）介護費用額は、令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））
（注３）令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））の特定入所者介護サービス（補足給付）は約2,271億円。

介護保険給付に係る総費用のサービス種類別内訳（令和６年度） 割合
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介護保険給付に係る総費用等における提供サービスの内訳（令和６年度） 金額

費用額（百万円） 請求事業所数

居宅

訪問介護 1,214,189 35,497

訪問入浴介護 56,351 1,584

訪問看護 406,433 16,874

訪問リハビリテーション 58,679 5,680

通所介護 1,338,790 24,526

通所リハビリテーション 388,205 7,769

福祉用具貸与 392,621 7,124

短期入所生活介護 429,887 10,801

短期入所療養介護 49,110 3,584

居宅療養管理指導 194,391 51,184

特定施設入居者生活介護 694,137 6,251

計 5,222,793 170,874

居宅介護支援 552,298 35,943

地
域
密
着
型

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 99,494 1,397

夜間対応型訪問介護 3,920 184

地域密着型通所介護 419,623 18,130

認知症対応型通所介護 74,878 2,716

小規模多機能型居宅介護 285,704 5,647

看護小規模多機能型居宅介護 82,466 1,278

認知症対応型共同生活介護 781,071 14,492

地域密着型特定施設入居者生活介護 23,366 385

地域密着型介護老人福祉施設 260,677 2,559

計 2,031,198 46,788

施
設

介護老人福祉施設 2,165,097 8,540

介護老人保健施設 1,395,754 4,137

介護医療院 250,669 918

計 3,811,520 13,595

合計 11,617,809 267,200

【出典】厚生労働省「令和６年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。

介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費用額は、令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））、請求事業所数は、令和７年４月審査分である。
（注３）令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））の特定入所者介護サービス（補足給付）は約2,271億円。

（注４）端数処理等の関係で、合計が一致しない場合がある。
（注５）請求事業所数は延べ数である。
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認知症対応型共同生活介護の経営状況

20

○認知症対応型共同生活介護の収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は4.9%と
なっている。

■ 地域密着型サービスにおける平均収支差率

サービスの種類
令和５年度実態調査 令和７年度概況調査

令和４年度決算 令和５年度決算 令和６年度決算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
11.0%

＜11.2%＞
（10.7%）

14.6%
<14.8%>
(13.7%)

13.4%
<13.4%>
(12.9%)

夜間対応型訪問介護 ※
9.9%

＜10.0%＞
（9.1%）

15.2%
<15.9%>
(15.0%)

12.8%
<12.9%>
(12.2%)

地域密着型通所介護
3.6%

＜3.9%＞
（3.7%）

5.8%
<6.2%>
(5.8%)

6.3%
<6.6%>
(6.2%)

認知症対応型通所介護
4.3%

＜4.7%＞
（4.5%）

6.6%
<7.0%>
(6.7%)

5.3%
<5.5%>
(5.2%)

小規模多機能型居宅介護
3.5%

＜3.9%＞
（3.6%）

5.2%
<5.5%>
(5.2%)

6.0%
<6.2%>
(5.9%)

認知症対応型共同生活介護
3.5%

＜3.9%＞
（3.6%）

4.5%
<5.1%>
(4.7%)

4.9%
<5.1%>
(4.8%)

地域密着型特定施設入居者生活介護
1.9%

＜2.4%＞
（1.8%）

0.5%
<0.9%>
(0.5%)

0.4%
<0.5%>
(0.1%)

地域密着型介護老人福祉施設
▲1.1%

＜▲0.4%＞
（▲0.4%）

1.9%
<2.3%>
(2.3%)

2.2%
<2.3%>
(2.3%)

看護小規模多機能型居宅介護
4.5%

＜4.7%＞
（4.2%）

5.0%
<5.3%>
(4.9%)

6.5%
<6.7%>
(6.3%)

※「夜間対応型訪問介護」は、サンプルサイズが少ないことにより集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられるため、参考数値として公表している。
注１）上段（括弧無し）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金等を含まない）」、中段（山括弧）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金を含む）」、下段（丸括弧）は「税引後収支差率」である。
注２）令和４年度決算の中段（山括弧）の収支差率には、物価高騰対策関連補助金に加え、コロナ関連補助金も含まれている。

【出典】令和５年度介護事業経営実態調査結果及び令和７年度介護事業経営概況調査結果



認知症対応型共同生活介護の収支差率等

○認知症対応型共同生活介護の収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は4.9%
（※）となっており、金額ベースでは33.3万円。※収支差率について全サービスの平均は4.7％。

収支差率 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含まない）

4.8% 3.5% 4.5% 4.9%

税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

4.9% 3.9% 5.1% 5.1%

税引後収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

4.6% 3.6% 4.7% 4.8%

【出典】厚生労働省「令和７年度介護事業経営概況調査」
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※１）2023年度の数値は介護保険事業状況報告（令和5年12月月報）による数値で、令和5年10月サービス分の受給者数（１月当たりの利用者数）。
在宅介護の総数は、同報告の居宅介護支援・介護予防支援、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の受給者数の合計値。
在宅介護の内訳について、ホームヘルプは訪問介護、訪問リハ（予防給付を含む。）、夜間対応型訪問介護の合計値。
デイサービスは通所介護、通所リハ（予防給付を含む。）、 認知症対応型通所介護（予防給付を含む。）、地域密着型通所介護の合計値。
ショートステイは短期入所生活介護（予防給付を含む。）、短期入所療養介護（予防給付を含む。）の合計値。

          居住系サービスの特定施設及び介護施設の特養は、それぞれ地域密着型サービスを含む。
※２）令和8(2026)年度、令和22(2040)年度の数値は、地域包括ケア「見える化」システムにおける推計値等を集計したもの。
          なお、在宅介護の総数については、※１と同様の方法による推計値。

○　介護サービス量

在宅介護 381 万人 407 万人 (7%増) 465 万人 (22%増)

うちホームヘルプ 121 万人 131 万人 (8%増) 151 万人 (25%増)

うちデイサービス 222 万人 238 万人 (7%増) 273 万人 (23%増)

うちショートステイ 35 万人 37 万人 (4%増) 42 万人 (20%増)

うち訪問看護 74 万人 81 万人 (9%増) 94 万人 (27%増)

うち小規模多機能 11 万人 13 万人 (13%増) 14 万人 (28%増)

うち定期巡回・随時 3.9 万人 4.9 万人 (24%増) 5.7 万人 (46%増)

　　対応型サービス

うち看護小規模多機能型居宅介護 2.1 万人 3.1 万人 (49%増) 3.6 万人 (76%増)

居住系サービス 49 万人 54 万人 (11%増) 63 万人 (28%増)

特定施設入居者生活介護 28 万人 31 万人 (12%増) 36 万人 (30%増)

認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 21 万人 23 万人 (9%増) 27 万人 (25%増)

介護施設 103 万人 108 万人 (5%増) 126 万人 (22%増)

特養 64 万人 67 万人 (5%増) 79 万人 (23%増)

老健 34 万人 35 万人 (2%増) 41 万人 (18%増)

介護医療院 4.5 万人 5.9 万人 (30%増) 6.7 万人 (48%増)

介護療養型医療施設 0.4 万人 － 万人 － 万人

令和5(2023)年度

実績値 ※1
令和8（2026）年度
推計値 ※2

令和22(2040)年度
推計値 ※2

第９期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み
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１．認知症対応型共同生活介護の概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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１.（３）⑭ 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し

24

【認知症対応型共同生活介護】概要

○認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算について、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受入
れについて適切に評価する観点から、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的
ケアが必要な者の受入要件については、対象となる医療的ケアを追加する見直しを行う。【告示改正】

単位数・算定要件等

医療連携体制加算(Ⅰ) イ ロ ハ

単位数 57単位/日 47単位/日 37単位/日

算
定
要
件

看護体制要件

・ 事業所の職員として看護師を常
勤換算で１名以上配置しているこ
と。

・ 事業所の職員として看護職員を
常勤換算で１名以上配置している
こと。

・ 事業所の職員として、又は病院、
診療所若しくは訪問看護ステー
ションとの連携により、看護師を
１名以上確保していること。

・ 事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連
絡できる体制を確保していること。

指針の
整備要件

・ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、
同意を得ていること。

医療連携体制加算(Ⅱ) 医療連携体制加算(Ⅰ)のいずれかを算定していることが要件

単位数 ５単位/日

算
定
要
件

医療的ケアが
必要な者の
受入要件

・ 算定日が属する月の前３月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者が１人以上であること。

(１)喀痰吸引を実施している状態

(２)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

(３)中心静脈注射を実施している状態

(４)人工腎臓を実施している状態

(５)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を
実施している状態

(６)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態

(７)経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態

(８)褥瘡に対する治療を実施している状態

(９)気管切開が行われている状態

(10)留置カテーテルを使用している状態

(11)インスリン注射を実施している状態

体
制
評
価

受
入
評
価



１. （３）⑲ 協力医療機関との連携体制の構築

25

概要

○介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行
う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構
築するために、以下の見直しを行う。【省令改正】

ア 以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めることを義務付ける（複数の医療機関を定める
ことにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。）。その際、義務付けにかかる期限を３年とし、併せて
連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行

い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医

療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させる

ことができるように努めることとする。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

概要

○高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医
療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
【省令改正】

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

イ １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医
療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させる
ことができるように努めることとする。

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】



１. （３）⑳ 協力医療機関との定期的な会議の実施

26

概要

○介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護について、協力医療機関との実効
性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者（以下「入所者等」という。）の現病歴等の情報共有を行
う会議を定期的に開催することを評価する新たな加算を創設する。

○また、特定施設における医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよ
う見直しを行う。【告示改正】

単位数

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】

＜改定前＞ ＜改定後＞

なし 協力医療機関連携加算
協力医療機関が(１) 右記の①～③の要件を満たす場合 100単位/月(令和6年度)  50単位/月(令和7年度～)（新設）

 (２) それ以外の場合 ５単位/月（新設）

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護】

＜改定前＞ ＜改定後＞

医療機関連携加算 協力医療機関連携加算
            80単位/月 協力医療機関が(１)右記の①、②の要件を満たす場合 100単位/月（変更）

(２)それ以外の場合 40単位/月（変更）

【認知症対応型共同生活介護】

＜改定前＞ ＜改定後＞

なし 協力医療機関連携加算
   協力医療機関が(１)右記の①、②の要件を満たす場合 100単位/月（新設）

(２)それ以外の場合 40単位/月（新設）

【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

（協力医療機関の要件）
① 入所者等の病状が急変した場合等

において、医師又は看護職員が相談
対応を行う体制を常時確保している
こと。

② 高齢者施設等からの診療の求めが
あった場合において、診療を行う体
制を常時確保していること。

③ 入所者等の病状が急変した場合等
において、入院を要すると認められ
た入所者等の入院を原則として受け
入れる体制を確保していること。

算定要件等

○協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。（新設）



３.（２）⑥ 認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し

【認知症対応型共同生活介護★】概要

○令和３年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見
直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算について、見直しを行う。【告示改正】

単位数

＜改定前＞ ＜改定後＞
夜間支援体制加算（Ⅰ） 50単位/日（共同生活住居の数が１の場合） 変更なし
夜間支援体制加算（Ⅱ） 25単位/日（共同生活住居の数が２以上の場合）

算定要件等

○認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の人員配置要件について、改定前の算定要件に加え、要件を
満たし、夜勤を行う介護従業者が最低基準を0.9人以上上回っている場合にも算定を可能とすることとする。

※ 全ての開所日において夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っていること。
※ 宿直職員は事業所内での宿直が必要。
※ 併設事業所と同時並行的に宿直勤務を行う場合には算定対象外（それぞれに宿直職員が必要）。

夜勤職員の最低基準（１ユニット１人）
への加配人数

見守り機器の利用者に
対する導入割合

その他の要件

改定
前要
件

事業所ごとに常勤換算方法で１人以上の
夜勤職員又は宿直職員を加配すること。

新設
要件

事業所ごとに常勤換算方法で
0.9人以上の夜勤職員を加配すること。

10%
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設
置し、必要な検討等が行われていること。
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１．認知症対応型共同生活介護の概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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認知症対応型共同生活介護に関連する各種意見

【高齢者施設等と医療機関の連携強化】
○ 特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護について、相談対応や診療を行う体制を常時確保した医療

機関を定めることを努力義務としたが、入居者の急変時等に備えた協力医療機関との連携体制を確実に構築していく
観点から、介護保険施設と同様に連携体制の構築を推進するために必要な対応を行うとともに、原則入院できる体制
を確保した協力病院との連携も含め、当該要件を満たす協力医療機関との連携の義務化に向けて引き続き検討してい
くべきである。

【介護人材の有効活用（認知症対応型共同生活介護）】
○ 認知症対応型共同生活介護の例外的な夜勤職員体制の取扱いについて、介護人材の有効活用の観点から、見守り機

器等のICTの活用を含む有効なオペレーション等の実態を踏まえて、どのような対応を図ることが適当なのかを検討し
ていくべきである。

令和６年度介護報酬改定に関する審議報告（令和５年12月19日社会保障審議会介護給付費分科会）（抄）
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医療ニーズへの対応

30

○医療ニーズへの対応等に関し、実施できていることについて、「入居者の急変時等において、医療
機関との連携がスムーズに行えている」が78.7％で最も多く、次いで「事業所から入院した入居者
や、入院している入居希望者を病院から早期に受け入れている」(59.5％)、「看取り期に対応して
いる」(57.3％)、「医師や看護職員による随時の指導・助言により、介護職員でも医療ニーズのあ
る入居者にある程度対応できている」(45.8％)であった。

医療ニーズへの対応等に関し、実施できていること（回答事業所数：ｎ=1,239）

23.0%

17.8%

13.0%

57.3%

78.7%

59.5%

22.0%

19.5%

45.8%

0.6%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

医療ニーズを持った利用者でも入居を受け入れている

医師や看護職員による対応を要する、

入居者の医療ニーズに対応している

医療ニーズへの対応が困難なことを

理由とした退居を求めることはない

看取り期に対応している

入居者の急変時等において、

医療機関との連携がスムーズに行えている

事業所から入院した入居者や、

入院している入居希望者を病院から早期に受け入れている

医療ニーズへの対応により、

入居者の身体機能が維持・向上できている

医療ニーズのある入居者でも、介護職員が安心して対応できている

医師や看護職員による随時の指導・助言により、

介護職員でも医療ニーズのある入居者にある程度対応できている

その他

上記いずれも当てはまらない(特にできていることはない)

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



協力医療機関連携加算の算定状況

31

○協力医療機関連携加算（１）又は（２）を算定している事業所が約半数（47.7％）、いずれも算定
していない事業所が約半数（52.2％）であった。

42.9％ 4.8％ 52.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

協力医療機関連携加算（１）を算定している 協力医療機関連携加算（２）を算定している 上記いずれの加算も算定していない

協力医療機関連携加算の算定状況（令和７年８月時点）（回答事業所数：ｎ=1,239）

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）

47.7％



協力医療機関との連携状況

32

○協力医療機関との連携状況について、「入居者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職
員が相談対応を行う体制を常時確保している」が 92.8％で最も多く、次いで「診療の求めがあっ
た場合において、診療を行う体制を常時確保している」(79.3％)、「入居者の病状が急変した場合
等において、入院を要すると認められる入居者の入院を原則として受け入れる体制を確保している
（病院に限る）」(41.2％)であった。

協力医療機関との連携状況（複数回答）（回答事業所数：ｎ=1,239）

92.8%

79.3%

41.2%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入居者の病状が急変した場合等において、医師又は

看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している

診療の求めがあった場合において、

診療を行う体制を常時確保している

入居者の病状が急変した場合等において、

入院を要すると認められる入居者の入院を原則として

受け入れる体制を確保している（病院に限る）

上記いずれにも該当しない

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



常時相談・診療を行う体制の確保に向けての対応状況

33

○令和6年度改定にて見直しを行っているものの、常時相談、常時診療を行う体制を確保していない
287 事業所について、「まだ、検討を行っていない」が51.2％で最も多く、次いで「特定の医療機
関と協議を行っており、年度内には定められる見込み」(16.4％)、「周辺の医療機関に協議を行う
ことを予定している」(14.6％)、「特定の医療機関と協議を行っているが、年度内に定められるか
未定」(10.5％)であった。

常時相談・診療を行う体制の確保に向けての対応状況（複数回答）（回答事業所数：ｎ=287）

16.4%

10.5%

14.6%

0.3%

1.0%

51.2%

8.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

特定の医療機関と協議を行っており、

年度内には定められる見込み

特定の医療機関と協議を行っているが、

年度内に定められるか未定

周辺の医療機関に協議を行うことを予定している

協議を受け入れてくれる医療機関が見つからず

（心当たりがなく）、医師会に相談している

協議を受け入れてくれる医療機関が見つからず

（心当たりがなく）、自治体に相談している

まだ、検討を行っていない

その他

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



４．（２）⑨ 認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し

34

○１ユニットごとに夜勤１人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、
１ユニットごとに１人夜勤の原則は維持（３ユニットであれば３人夜勤）した上で、利用者の安全確保や職員の負
担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、
・３ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速や

かな対応が可能な構造で、安全対策（マニュアルの策定、訓練の実施）をとっていることを要件に、例外的に夜
勤２人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。【省令改正】

・併せて、３ユニット２人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。【告示改正】

概要

基準
＜令和３年度改定後＞
１ユニットごとに１人
・１ユニット ： １人夜勤
・２ユニット ： ２人夜勤
・３ユニット ： ３人夜勤。ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、

人材の有効活用を図る観点から、３ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に
隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、
安全対策（マニュアルの策定、訓練の実施）をとっていることを要件に、例外的に夜
勤２人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可
能とする。

＜令和３年度改定前＞
１ユニットごとに１人
・１ユニット ： １人夜勤
・２ユニット ： ２人夜勤
・３ユニット ： ３人夜勤

【認知症対応型共同生活介護★】

※ 施行後の状況を把握・検証し、R6報酬改定において、介護給付費分科会で必要な対応を検討していく。

【３ユニット、かつ、夜勤職員を２人
（以上３人未満）に緩和する場合】

要介護度に関わらず左記の【２ユニッ
ト以上】の単位数から－50単位

※ 短期利用の場合も同じ

【２ユニット以上】

要支援２ 748単位
要介護１ 752単位
要介護２ 787単位
要介護３ 811単位
要介護４ 827単位
要介護５ 844単位

【１ユニット】

要支援２ 760単位
要介護１ 764単位
要介護２ 800単位
要介護３ 823単位
要介護４ 840単位
要介護５ 858単位

単位数 ※以下の単位数はすべて１日あたり。令和３年度改定後の単位数

（新設）

Ｒ３年度
報酬改定



ユニットの配置状況

35

○ユニットの配置状況について、「複数階にユニットがまたがっている」が38.4％で最も多く、次い
で「1 ユニットである」(28.7％)、「全ユニットとも同一階にあり、全ユニットが隣接している」
(27.0％)であった。

ユニットの配置状況（回答事業所数：ｎ=1,239）

28.7％ 27.0％ 3.2％ 38.4％ 2.6％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1ユニットである 全ユニットとも同一階にあり、全ユニットが隣接している

全ユニットとも同一階にあるが、隣接していないユニットがある 複数階にユニットがまたがっている

無回答

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



3 ユニット3 人夜勤の配置状況

36

○３ユニットとも同一階にあるが、隣接はしていない、もしくは同一階にない100 事業所の夜勤職員
の配置について、「やや苦慮している」が34.0％で最も多く、次いで「大変苦慮している」
(33.0％)、 「あまり苦慮していない」(27.0％)であった。

3 ユニット3 人夜勤の配置状況（回答事業所数：ｎ=100）

33.0％ 34.0％ 27.0％ 6.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大変苦慮している やや苦慮している あまり苦慮していない まったく苦慮していない

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



夜勤職員の確保・シフト調整における課題

37

○夜勤職員の確保・シフト調整における課題について、「夜勤のシフト調整に苦慮している（夜勤を
できる介護従業者が限られている）」が57.5％で最も多く、次いで「夜勤のシフト調整に苦慮して
いる（介護従業者の人数に余裕がない）」(49.6％)、「夜勤職員の確保ができない（夜勤可能な職
員の応募がない）」(37.8％)、「夜勤のシフトが調整できず、管理者がその穴埋めをすることが
度々ある」(35.7％)であった。

夜勤職員の確保・シフト調整における課題（複数回答） （回答事業所数：ｎ=1,239）

37.8%

18.1%

13.6%

49.6%

57.5%

35.7%

1.5%

20.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

夜勤職員の確保ができない

（夜勤可能な職員の応募がない）

夜勤職員確保のために、人材紹介会社、人材派遣会社に多額の費用を支

払っている

夜勤職員確保のためのコスト（夜勤手当、給与等）が

負担となっている

夜勤のシフト調整に苦慮している

（介護従業者の人数に余裕がない）

夜勤のシフト調整に苦慮している

（夜勤をできる介護従業者が限られている）

夜勤のシフトが調整できず、

管理者がその穴埋めをすることが度々ある

その他

特に課題はない

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



地域連携・地域支援の具体的な取組状況
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○地域連携・地域支援の具体的な取り組み状況について、「はい」と回答した事業所では、
「地域包括支援センターと連携している」が87.9％で最も多く、次いで「地域ケア会議へ参加して
いる」(34.1％)、「若年性認知症の人への対応に取り組んでいる」(30.2％)、「入居者の社会参加
活動（公園清掃など）に取り組んでいる」(25.1％)であった。

地域連携・地域支援の具体的な取組状況（当てはまる場合ははい、当てはまらない場合はいいえにチェック）

87.9％

34.1％

16.3％

3.2％

1.7％

0.7％

4.6％

20.7％

6.2％

8.0％

3.6％

7.9％

16.7％

10.6％

16.8％

25.1％

30.2％

12.8％

9.5％

8.7％

23.3％

22.3％

13.8％

12.1％

65.9％

83.7％

96.8％

98.3％

99.3％

95.4％

79.3％

93.8％

92.0％

96.4％

92.1％

83.3％

89.4％

83.2％

74.9％

69.8％

87.2％

90.5％

91.3％

76.7％

77.7％

86.2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域包括支援センターと連携している

地域ケア会議へ参加している

認知症地域支援推進員と連携している

認知症地域支援推進員を配置している（自治体からの受託）

認知症地域支援推進員を配置している（自主的に活動）

認知症伴走型支援事業を実施している（自治体からの受託）

選択肢６以外の相談・支援事業を実施している（自治体からの受託）

相談・支援事業を実施している（自主事業）

認知症カフェを実施している（自治体からの受託）

認知症カフェを実施している（自主事業）

認知症の人の家族等に対する支援事業（介護教室など）を実施している（自治体からの受託）

認知症の人の家族等に対する支援事業（介護教室など）を実施している（自主事業）

ＳＯＳネットワークへ参加している

認知症サポーター養成講座を開催している

福祉避難所の指定を受けている

入居者の社会参加活動（公園清掃など）に取り組んでいる

若年性認知症の人への対応に取り組んでいる

短期利用認知症対応型共同生活介護を実施している（緊急時短期利用も実施）

短期利用認知症対応型共同生活介護を実施している（緊急時短期利用は未実施）

共用型認知症対応型通所介護を実施している

認知症の人本人による発信の支援に取り組んでいる

地域住民が気軽に集まれる「居場所」づくりに取り組んでいる

「チームオレンジ」との連携に取り組んでいる

はい いいえ

n=（1,239）

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



入居者の効果における地域連携・地域支援の取組数別差異
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○地域連携・地域支援の取組を3 つ以上実施しているグループホームでは、「入居者の活動・参加の
機会が増えた」「入居者が地域住民の一員として生活しやすくなった」の割合が、取組の実施の
数が2 つ以下の事業所に比べ、20％以上上回った。

地域連携・地域支援の取組を実施したことによる入居者への効果（複数回答）：地域連携・地域支援の取組数別

23.0％

5.6％

10.1％

22.3％

32.6％

10.1％

3.1％

1.4％

35.4％

49.9％

18.4％

30.5％

36.7％

44.2％

23.2％

8.7％

0.5％

13.8％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

入居者の活動・参加の機会が増えた

地域住民のグループホームへの訪問が多くなった

入居者が地域住民の一員として生活しやすくなった

緊急時の対応や防災等の様々なリスクにおいて

地域住民の協力を得やすくなった

入居者のサービスの質の向上につながった

地域生活の様々な場面において、入居者本人の

意思が尊重され、本人が望む生活が継続できている

入居者が地域で役割を果たしていると感じている

その他

特に効果は感じていない

２つ以下（n=426） ３つ以上（n=803）

（回答事業所数：n=1,239）

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



入居率における地域連携・地域支援の取組数別差異
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○地域連携・地域支援の取組数3 つ以上の事業所では入居率「100％」の割合が2 つ以下の事業所に
比べやや多かった。

○平均入居率は、2 つ以下は約97.0％（最小50％・最大100％）、3 つ以上は約97.2％（最小50％・
最大100％）であった。

入居率（令和７年８月31 日時点）：地域連携・地域支援の取組数別

3.7％

3.4％

3.9％

1.5％

2.3％

1.1％

7.3％

8.0％

7.0％

11.1％

12.2％

10.5％

1.8％

1.1％

2.1％

74.5％

72.9％

75.3％

0.1％

0.0％

0.1％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,239)

２つ以下（n=436）

３つ以上（n=803）

８０％未満 ８０％～８５％未満 ８５％～９０％未満 ９０％～９５％未満 ９５％～１００％未満 １００％ 無回答

出典：令和７年度老人保健健康増進等事業「認知症対応型共同生活介護における安定的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」 （公益社団法人 日本認知症グループホーム協会）



１．認知症対応型共同生活介護の概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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認知症対応型共同生活介護の現状と課題

現状と課題

◼ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は、認知症の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域

住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日

常生活を営めるようにするもの。

◼ １事業所当たりの共同生活住居は３ユニットまで。１ユニットの定員は５人以上９人以下。

◼ 基本報酬は、利用者の要介護度に応じて、①事業所規模（１ユニットと２ユニット以上）、②利用形態（入居と

短期利用）に応じたものとなっている。

◼ 請求事業所数、受給者数、費用額は年々増加。

◼ 収支差率は、令和４年度が3.5％、令和５年度が4.5%、令和６年度が4.9%と推移している。

◼ 認知症グループホームは、「介護離職ゼロ」に向けた基盤整備の対象サービスであり、第９期介護保険事業計画で

は、令和５年度（2023年度）実績値21万人から、令和８年（2026）年度にかけて23万人（９％増）の見込み量。

◼ 医療ニーズへの対応は、医療ニーズを持った利用者の入居を受け入れながら、入居者の急変時等において医療機関と

の連携をスムーズに行えている事業所は多く、介護職員でも医療ニーズのある入居者に対して対応できている状況も

一定の割合で見られる。

◼ 前回の令和６年度介護報酬改定において、協力医療機関の要件として努力義務化された２要件について、概ね確保さ

れつつあるが、未確保の２割の事業所ではその半数以上が対応に未着手という状況。

◼ 地域連携・地域支援の取組状況については、地域の実情に応じて多様に取り組まれており、積極的に取り組む事業所

ほど、地域での認知度・信頼度を得て、入居者の社会参加や生活の質の向上に効果をあげている傾向が見られる。

◼ 介護報酬は、累次の改定により、加算の種類が増加するとともに、加算の取得要件が複雑化しており、令和６年度改

定における審議報告においても、「利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減の観点か

ら、報酬体系の簡素化について、引き続き検討していくべき」とされている。
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認知症対応型共同生活介護の現状と課題

論点

◼ 今後も高齢化の進展による重度の要介護者、独居・認知症高齢者が増大する一方で、現役世代の減少に伴う担い手不

足が見込まれている中、グループホームにおいて、

・ 医療ニーズへの対応の更なる強化を図る観点

・ 介護人材の有効活用を図る観点

などから、どのような方策が考えられるか。

◼ 認知症基本法及び認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて、認知症の人が地域のつながりの中で、安心して自分ら

しく暮らし続けることができるよう、地域連携の取組の推進を始めとして、グループホームが地域に開かれた拠点と

しての役割を更に発揮できるようにするため、どのような方策が考えられるか。

◼ 令和６年度改定における審議報告も踏まえ、利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減

の観点から、算定率が低い加算や算定率の高い加算についてどのように考えるか。
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